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１ 指定管理者制度について 

（１）制度について 

「公の施設」の管理については、公共団体等に限られていましたが、平成１５年  

９月の地方自治法の一部改正により、民間のノウハウを活用することにより住民サー

ビスの向上と経費の節減を目指すため、指定管理者制度が導入されました。指定管理

者制度は、従来の管理委託制度とは異なり、地方公共団体の出資法人や団体に限らず、

民間事業者も議会の議決を経ることによって「公の施設」の管理を行う指定管理者と

なることができます。 

袖ケ浦市（以下「市」という。）では、袖ケ浦市農畜産物直売所の指定管理者の選定

にあたり、管理運営について創意工夫のある提案を募集します。 

 

２ 募集の概要 

（１）施設名称 

 袖ケ浦市農畜産物直売所（以下「農畜産物直売所」という。） 

（２）指定期間 

   令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年間） 

（３）指定管理者の募集及び選定の方式 

指定管理者の募集及び選定は、公募型提案方式により実施し、優先交渉権者及び  

次点交渉権者を選定します。 

（４）選定委員会の設置 

「袖ケ浦市公の施設の指定候補者選定委員会設置要綱」に基づき「袖ケ浦市公の  

施設の指定候補者選定委員会」を設置し、評価基準に基づいて書類審査及び面接審査

等を行います。 

（５）審査結果等の通知及び公表 

    審査結果は、応募者に対して速やかに通知します。 

また、審査の経過及び結果は、指定管理者として選定後、市ホームページへの掲載

等により公表します。 

市ホームページ https://www．city．sodegaura．lg．jp/ 

（６）優先交渉権者との交渉 

市は、優先交渉権者と細目協議を行い、協議成立後、仮協定を締結します。優先   

交渉権者との協議が成立しない場合は、次点交渉権者と順次協議を行います。 

（７）協定の締結 

市は、議会の議決後に仮協定を締結した交渉権者を指定管理者として指定し、基本 

協定を締結します。 

（８）問い合わせ先 

袖ケ浦市 環境経済部 農林振興課 農業振興班 

〒299-0292千葉県袖ケ浦市坂戸市場１番地１ 

       電 話 ０４３８－６２－３４６０ 

       ＦＡＸ ０４３８－６２－７４８５ 

メール sode20@city.sodegaura.chiba.jp 
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３ 対象施設の概要 

（１）運営目標 

身近な消費者に地域で生産される新鮮で安全な農畜産物を提供し「地産地消」を促す

とともに、農家経営の安定的発展と地域農業の振興に資するため、農畜産物直売所を設

置しています。 

（２）所在地 

袖ケ浦市飯富１６３５番地１ 

（３）建物概要 

開設年月 平成１９年１０月 

構  造 木造平屋建 

敷地面積 ５，４７５．６０㎡ 

建築面積 ８３０．５２㎡（店舗本体） 

施設内容 

売場面積   ４０７．７ ㎡（レジスペース含む） 

調理室     ５４．８１㎡ 

≪その他≫ 

店舗南側車寄せ ２９．８２㎡（鉄骨造） 

外店舗     ２６．０８㎡（木造） 

休憩所     １５．２１㎡（アルミ造） 

（４）開場時間 

午前９時から午後７時までとする。 

ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更

することができる。 

（５）休場日 

年始休業日 １月１日から１月４日まで 

年末休業日 １２月３１日 

定 休 日 毎月第２水曜日 

ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開場又

は休場することができる。 

 

４ 指定管理者が行う業務の範囲 

（１）農畜産物直売所の利用の許可等に関する業務。 

（２）農畜産物直売所の利用料金の収納に関する業務。 

（３）農畜産物直売所の施設及び設備の維持管理に関する業務。 

（４）農畜産物の販売及び計画的な生産指導に関する業務。 

（５）その他、袖ケ浦市農畜産物直売所指定管理者仕様書のとおり。 

   ・施設の管理運営上必要な業務 

   ・自己評価の実施 

   ・指定期間終了後における引継ぎ業務  など 
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５ 事業収支に関する項目 

（１）収支の考え方 

ア 収入 

（ア）利用料金 

当該施設は利用料金制を採用しています。袖ケ浦市農畜産物直売所の設置及び

管理に関する条例（以下、「条例」という。）に規定する利用料金は、指定管理者

の収入として取扱います。利用料金は、市が条例で定める額を上限として、指定

管理者が、市の承認を得て定めることができます。 

（イ）指定管理料 

本施設の利用料金は、指定管理者に収受させることとしておりますので、指定

管理料は支払いません。本施設に管理業務に係る全ての経費は、指定管理者の収

入となる利用料金によって充てていただきます。 

イ 支出 

（ア）施設維持管理・運営費 

指定管理者が行う維持管理・運営業務に伴う、指定管理者の人件費、光熱水費、

外部委託した場合の委託費（警備業務・設備保守点検業務・清掃業務等）、修繕費、

保険料、一般管理費その他の全ての経費が含まれます。 

（２）指定管理者の利用料の割戻 

本施設での利用料金は、管理業務の範囲に掲げる業務に充当しますが、それらの事

業実施後の利益については、指定管理者に収受させることとします。ただし、その利

益については、公の施設を使用しての利益でもあり、指定管理者は、毎年度に純利益

の３５％以上に相当する額を市に納入していただきます。 

なお、割戻率については、３５％以上の率を提案することができます。 

（３）管理口座 

  指定管理業務に関する事業経費は、団体自体の口座とは別の袖ケ浦市農畜産物直売

所管理運営専用口座で管理してください。 

 

６ 募集及び選定スケジュール 

（１）募集要項の配布期間 令和３年７月 １日（木）から令和３年８月２７日（金）まで 

（２）応募者説明会    令和３年７月２０日（火） 

（３）募集要項等に関する質問受付 令和３年７月２１日（水）から令和３年７月２７日（火）まで 

（４）質問に対する回答日 令和３年８月１３日（金） 

（５）応募書類の受付期間 令和３年８月２５日（水）から令和３年８月２７日（金）まで 

（６）面接審査日     令和３年１０月上旬 

（７）選定結果の通知   令和３年１０月中旬 
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７ 募集に関する事項 

（１）応募者の資格 

指定管理期間中、公の施設として利用者の公平な利用の確保と、安全円滑に対象  

施設を管理運営できる法人その他の団体（以下「法人等」という。）又は複数の法人等

が共同する団体（以下「共同事業体」という。）とします。個人での応募はできません。 

※共同事業体で応募する場合は、代表団体を定めてください。 

※単独で応募した法人等は、共同事業体での応募の構成員になることはできません。 

また、複数の共同事業体の構成員となることもできません。 

※議員、市長、副市長等については、地方自治法上の請負における兼業禁止と同様

の扱いとします。《指定管理者の指定を請負とみなし、地方自治法第９２条の２、  

第１４２条（法第１６６条第２項において、準用する場合を含む。）及び第１８０

条の５第６項の規定を準用する。》 

 

〇法人等又は共同事業体において、次の人員を配置してください。 

・生産者からの委託販売により農畜産物の販売、管理ができる者、端境期等におい

て市場からの商品の仕入れ販売ができる者を配置すること。なお、仕入商品につ

いては、出荷品との競合により、地産地消の妨げにならないよう十分配慮するこ

と。 

・地域農畜産物を把握し、販売実績等の情報提供を行うとともに、生産者に対し、

早生、晩生品種や作付け時期の変更などの助言を行い、端境期間の短縮や出荷量

の確保を推進できる者を１名以上配置すること。 

・調理加工室を活用し、地域で生産される農畜産物を使用した講習会等を開催し、

「地産地消」や「食育」を推進する知識のある者を１名以上配置すること。 

 

（２）欠格事項 

次に該当する法人等は､応募することはできません。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）の規定に該当する 

法人等 

イ 応募書類提出時点において、本市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札停止等

の措置を受けている法人等 

ウ 法人税、法人市民税､消費税及び地方消費税等の租税を滞納している法人等 

エ 労働保険（雇用保険・労災保険）及び社会保険（健康保険・厚生年金保険）への加入

の必要があるにもかかわらず、その手続きを行っていない法人等 

オ 会社更生法・民事再生法による更生・再生手続中である法人等 

カ 当該指定管理者の選定を行う選定委員の属する法人等 

キ 次に掲げる暴力団排除措置事由に該当する法人等 

① 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。 

   以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定するものをいう。以下同じ。）

又はそれらの利益となる活動を行なう団体であるとき。 
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② 法人にあっては非常勤を含む役員及び経営に事実上参加している者、その他の団体に

あってはその代表者及び経営に事実上参加している者（以下「役員等」という。）が 

暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定するものをいう。）若しくはこれに準じる

者（以下「暴力団関係者」という。）であるとき、又は暴力団関係者が経営に実質的に

関与しているとき。 

③ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与  

える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 

④ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する 

など積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

⑥ 役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどして 

いるとき。 

ク 指定管理者の指定の取消しを受けた法人等 

【参考】 

(一般競争入札の参加者の資格)  

第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の

各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者  

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条 

第一項各号に掲げる者  

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する

と認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させない

ことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者につ

いても、また同様とする。 

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若し

くは数量に関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の

職務の執行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽

の事実に基づき過大な額で行つたとき。 

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を

契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

※以上の欠格事項に該当するか否かについて、関係機関等に照会を行う場合があります。 
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（３）応募方法 

ア 応募書類 

 応募に当たっては、以下の書類を市に提出していただきます。なお、市が必要と 

認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

（ア）袖ケ浦市公の施設の指定管理者指定申請書（規則様式第１号） 

（イ）袖ケ浦市農畜産物直売所指定管理者事業計画書（様式第１号） 

（ウ）袖ケ浦市農畜産物直売所指定管理者収支予算書（様式第２号） 

【令和４年度から令和８年度までの５年度分】 

（エ）団体概要書（様式第３号） 

（オ）申請団体の定款、規約又はこれらに類する書類 

（カ）法人にあっては当該法人の登記事項証明書及び印鑑証明書 

（キ）法人又は法人と同様の納税義務を負う団体にあっては、袖ケ浦市税（同市税の 

課税対象でない場合は、主たる事務所又は事業所の所在地の市町村税）の納税証明

書（直近１年間分）、及び法人税・消費税・地方消費税等の納税証明書（その１  

（直近１年間分）・その３の３） 

（ク）貸借対照表、損益計算書（直近３年間分） 

（ケ）申請団体の、指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計

画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書又はこれらに類するもの 

（様式自由） 

（コ）役員等に関する事項（様式第４号） 

（サ）宣誓書（様式第５号） 

※共同事業体を結成して募集に参加する場合には、構成団体となる全ての各法人等に係る

上記（エ）から（サ）までの書類に加え、次の（シ）、（ス）の書類を提出してくださ

い。 

（シ）共同事業体協定書兼委任状（様式第６号） 

（ス）共同事業体連絡先一覧（様式第７号） 

イ 提出部数 

  応募書類を（ア）から（ス）の順にファイル等に綴り、１７部（内１部は正本）    

提出してください。（（カ）、（キ）、（サ）、（シ）は原本を１部添付（正本に添付）

し、１６部はコピーを添付してください。） 

また、（コ）は電子データ（ＣＤ－Ｒに保存）も提出してください。 

ウ 募集要項等の配布 

（ア）配布期間  令和３年７月１日（木）から令和３年８月２７日（金）まで 

（イ）配布場所  〒299-0292  千葉県袖ケ浦市坂戸市場１番地１ 

袖ケ浦市役所環境経済部農林振興課農業振興班（市役所新館５階） 

（市役所開庁時間 土曜・休日・祝日を除く午前８時３０分から 

午後５時１５分まで） 

      ※市ホームページからもダウンロードできます。 

https://www．city．sodegaura．lg．jp/ 

 

https://www.city.sodegaura.lg.jp/
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エ 応募申請書受付期間 

令和３年８月２５日（水）から令和３年８月２７日（金）まで 

午後５時１５分必着（郵送可） 

（市役所開庁時間 土曜・休日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

オ 提出先 

〒299-0292  千葉県袖ケ浦市坂戸市場１番地１ 

 袖ケ浦市役所環境経済部農林振興課農業振興班 

（４）応募者説明会及び現地見学会 

   応募方法、応募書類の記載方法等について説明会を開催します。応募を予定される

団体は、必ずご参加ください。当日は、募集要項等の資料は配布いたしませんので、

市ホームページから資料をダウンロード等するなどし、各自でご持参ください。 

なお、説明会終了後現地見学会を行います。 

日  時：令和３年７月２０日（火） 午後２時から午後４時まで 

場  所：袖ケ浦市役所７階会議室 

参加人数：各団体４名以内とします。 

申込方法：参加を希望される団体は、令和３年７月１３日（火）午後５時までに、

袖ケ浦市農畜産物直売所指定管理者応募者説明会申込書（様式第８号）

に必要事項を記入の上、ＦＡＸ又はメールにて袖ケ浦市役所環境経済部

農林振興課農業振興班までお申し込みください。 

ＦＡＸ ０４３８－６２－７４８５ 

メール sode20@city.sodegaura.chiba.jp 

（５）質問の受付及び回答 

募集要項等の内容に関する質問は、質問書（様式第９号）により受付けます。 

受付期間：令和３年７月２１日（水）から令和３年７月２７日（火）まで 

（市役所開庁時間 土曜・休日・祝日を除く午前８時３０分から午後  

５時１５分まで） 

提 出 先：袖ケ浦市役所環境経済部農林振興課農業振興班 

提出方法：ＦＡＸ又はメールにて袖ケ浦市役所環境経済部農林振興課農業振興班ま

でお問い合わせください。 

※電話でのお問い合わせには一切応じられません。 

回答方法：令和３年８月１３日（金）午後５時までに、市ホームページへの掲載に

より回答します。 

市ホームページ https://www．city．sodegaura．lg．jp/ 

問合せ先：ＦＡＸ ０４３８－６２－７４８５ 

メール sode20@city.sodegaura.chiba.jp 

（６）留意事項 

ア 接触の禁止 

選定委員、本件業務に従事する本市職員並びに本件関係者に対し、本件提案につい

ての接触を禁じます。接触の事実が認められた場合には失格になることがあります。 
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イ 共同事業体の構成団体の変更 

共同事業体で応募する場合、構成員の変更を認めません。ただし、構成員の倒産、

解散等の特殊な事情が認められ、審査の公平性及び業務遂行上の支障がないと市が

判断した場合には、変更を可能とすることもあります。その際には、変更の旨を「袖

ケ浦市役所環境経済部農林振興課農業振興班」までご連絡ください。 

ウ 重複応募の禁止 

   本件についての応募は、一団体（グループ）につき一案とします。複数の応募は  

できません。 

エ 応募内容変更・追加の禁止 

  提出された書類の内容を変更することはできません。ただし、選定委員会が認め

た場合は、この限りではありません。 

オ 応募書類の取扱 

   応募書類は理由のいかんを問わず返却しません。 

カ 応募書類の複写 

 提出された書類は必要に応じ複写します。使用は指定候補者の選定に係る審査のみに

限ります。 

キ 応募の辞退 

  応募書類を提出した後に辞退する場合には、辞退届（様式第１０号）を提出して

ください。 

ク 費用負担 

 応募に関して必要となる費用は応募者の負担とします。 

ケ 提出書類の取扱・著作権 

市が提示する設計図書の著作権は市及び設計者に帰属し、団体の提出する書類の

著作権はそれぞれ作成した団体に帰属します。ただし、農畜産物直売所の指定管理

者の選定等において市が必要と認めるときには、市は提出書類の全部又は一部を無

償で使用できるものとします。 

  コ 募集要項の承諾 

    応募者は応募書類の提出をもって、募集要項、仕様書の記載内容を承諾したもの

とみなします。 

 

８ 審査及び選定に関する事項 

（１）審査方法 

指定管理者の選定は、公募型提案方式により、「袖ケ浦市公の施設の指定候補者選定

委員会」において優先交渉権者及び次点交渉権者を選定します。 

なお、選定にあたっては、応募者の提出書類及び面接審査等により、指定管理者  

評価基準項目（別添のとおり）に基づき総合的に審査します。また、面接審査では、

プレゼンテーションを行っていただき、それに対する質疑を行います。なお、法人  

その他団体の代表の方の出席は４名までとなります。 

※面接審査の時間及び場所について応募者に後日連絡します。 
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（２）選定委員会 

委員長は副市長、副委員長は財政部長をもって充て、委員は企画政策部長、総務  

部長及び各公の施設を所管する担当部署の部長をもって充てるとともに、市民代表 

及び有識者を加え構成します。 

 

（３）評価基準項目と配点 

選定基準 審査項目 配点 

①指定施設の利用に関し不当な差別的

取扱いが行われるおそれがないこと。 

（指定手続条例第５条第１項第１号） 

ア 平等な利用を図るための具体的な手法 

３０ 

②指定施設の設置の目的に照らし、当

該施設の効用を最大限に発揮させ、そ

の管理を効率的、かつ、効果的に行う

ことができるものであること。 

（指定手続条例第５条第１項第２号） 

ア 施設の設置目的及び市が示した管理の方針 ２０ 

イ 利用者の増加を図るための具体的手法  ９ 

ウ サービスの向上を図るための具体的手法及

び当該施設の効用を最大限に発揮させるため

の手法 

３１ 

エ 施設の維持管理の内容、適確性及び実現の

可能性 
２０ 

オ 割戻率による市への利益の還元 ３５ 

③指定施設の管理を安定的、かつ、適

確に遂行するに足りる人的構成及び財

産的基礎を有するものであること。 

（指定手続条例第５条第１項第３号） 

ア 収支計画の内容、適確性及び実現の可能性 ２０ 

イ 安定的な運営が可能となる人的能力 ３０ 

ウ 安定的な運営が可能となる財政的基盤 ４０ 

エ 類似施設の運営実績 １０ 

④その他市長等が必要と認める事項を

満たしていること。 

（指定手続条例第５条第１項第４号） 

ア 個人情報保護 １０ 

イ 危機管理 ２０ 

ウ 再委託の管理 １０ 

エ 地域経済の活性化 ３０ 

オ 本・支店の所在 １０ 

カ 市内業者の育成 ２０ 

キ その他の評価項目 １０ 

 合計 ３５５ 

（４）無効又は失格 

 以下の事項に該当する場合には、無効又は失格となることがあります。 

  ア 応募書類の提出方法、提出先及び提出期限などが守られなかったとき。 

  イ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 

  ウ 虚偽の内容が記載されているとき。 

  エ その他、選定委員会で協議の結果、提案内容、提出した書類の内容が著しく不適

当と認められるとき。 
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９ 審査結果の通知及び指定の手続等 

（１）審査結果の通知・公表 

  応募者全員に、１０月中旬に文書にて通知します。 

また、審査の経過及び結果は、市ホームページにより公表します。 

市ホームページ https://www．city．sodegaura．lg．jp/ 

（２）指定の手続 

 優先交渉権者については、地方自治法の規定に基づき、指定管理者として指定する 

議案を袖ケ浦市議会に対し提出し、議決後に指定管理者として指定します。 

 指定にあたっては、袖ケ浦市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例

第６条の規定により、指定団体へ文書で通知するとともに公示します。 

（３）協定の締結 

   市は、優先交渉権者と細目の協議を行い、仮協定を締結します。その後、議会の   

議決後に仮協定を締結した交渉権者を指定管理者として指定し、基本協定を締結しま

す。 

（４）協定の内容 

協定の内容は概ね次のとおりとします。詳細については優先交渉権者に提示します。 

  ア 指定期間に関する事項 

  イ 利用の許可等に関する事項 

  ウ 事業計画書に記載された事項 

  エ 利用料金に関する事項 

 オ 市が支払うべき経費に関する事項 

 カ 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項 

 キ 実績評価に関する事項 

 ク 指定の取消及び管理業務の停止に関する事項 

 ケ リスク分担に関する事項 

 コ 緊急時の対応に関する事項 

 サ その他市が必要と認める事項 

（５）次点交渉権者との交渉 

   市は、優先交渉権者が、交渉の過程において委託の困難性が明らかになった場合や

協議が成立しない場合は、次点交渉権者と協議を行います。 

（６）その他 

   袖ケ浦市議会の議決を経るまでの間に交渉権者に指定することが著しく不適当と 

認められる事情が生じたときには、指定管理者に指定しないことがあります。 

   また、袖ケ浦市議会の議決が得られなかった場合及び否決された場合については、

当該袖ケ浦市農畜産物直売所に係る業務及び管理の準備のために支出した費用等につ

いては、一切補償しません。 

   指定管理者が行う施設の管理の適正を期すために市が行う指示に従わないとき、 

その他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときには、指定 

管理者の指定を取消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命

ずることがあります。 
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１０ 情報の公開 

応募者の提出書類及び選考結果については、「袖ケ浦市情報公開条例」に基づき、  

情報公開請求が提出された場合は、原則として請求に基づき請求者に公開します。 

 

１１ 添付資料 

（１）申請書（規則様式） 

（２）事業計画書（様式第１号） 

（３）収支予算書（兼指定管理料提案書）（様式第２号） 

（４）団体概要書（様式第３号） 

（５）役員等に関する事項（様式第４号） 

（６）宣誓書（様式第５号） 

（７）共同事業体協定書兼委任状（様式第６号） 

（８）共同事業体連絡先一覧（様式第７号） 

（９）応募者説明会参加申込書（様式第８号） 

（１０）質問書（様式第９号） 

（１１）辞退届（様式第１０号）（※応募書類提出後に辞退する際に使用） 

（１２）袖ケ浦市農畜産物直売所指定管理者仕様書 

（１３）評価基準項目 

（１４）袖ケ浦市農畜産物直売所の設置及び管理に関する条例 

（１５）袖ケ浦市農畜産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則 

 

１２ その他 

（１）課税に関する留意事項 

会社等の法人にかかる市民税、事業を行う者にかかる事業税、指定管理者が新たに 

設置した償却資産にかかる固定資産税等の納税義務者となる場合がありますので、  

市役所課税課にお問い合わせください。なお、国税については税務署、県税については

県税事務所へお問い合わせください。 

 

１３ 問い合わせ先 

袖ケ浦市環境経済部農林振興課農業振興班 

〒299-0292  千葉県袖ケ浦市坂戸市場１番地１ 

電 話 ０４３８－６２－３４６０ 

ＦＡＸ ０４３８－６２－７４８５ 

メール sode20@city.sodegaura.chiba.jp 
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（別添資料） 

◆施設利用者数及び収入実績 

 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 

利 用 者 

（レジ通過者） 
321，554 人 312，689 人 282，866 人 296，023 人 

出荷者 

会員数 

市 内 282 人 260 人 260 人 259 人 

市 外 145 人 148 人 147 人 144 人 

合 計 427 人 408 人 407 人 403 人 

売上金額 546,018,701 円 548,535,571 円 504,081,032 円 534,128,407 円 

 

◆施設利用状況（令和２年度） 

 開館日数等 使用時間 備考 

調  理  室 349 日間 2，580 時間 662 時間  

ア イ ス 室 349 日間 2，580 時間 2，094 時間  

 

◆光熱水費等使用実績（令和２年度） 

 電気（ｋｗ） プロパンガス（㎥） ガソリン（ℓ） 

従量電灯 低圧電力 金額（円） 使用量 金額（円） 使用量 金額（円） 

４月 10，204  284，566 25.0 19，703 229.96 27，898 

５月 10，705  294，095 17.0 14，679 188.08 22，081 

６月 15，185  370，940 13.1 12，207 128.40 16，079 

７月 16，718  341，632 11.6 11，250 167.59 21，186 

８月 22，817  448，038 9.5 9，911 79.80 10，338 

９月 20，872  397，823 12.2 11，633 236.48 28，578 

10 月 12，127  230，304 16.4 14，293 111.83 13，758 

11 月 10，423  195，588 19.8 16，438 199.61 24，056 

12 月 10，352  190，805 20.3 16，741 203.08 25，449 

1 月 10，164  186，246 33.0 24，734 197.29 24，936 

2 月 10，845  196，229 25.5 20，050 129.75 16，719 

3 月 9，360  161，727 24.8 19，592 162.70 22，791 

合計 159，772  3，297，993 228.2 191，231 2，034.57 253，869 

  上下水道 

 3.4 月 5.6 月 7.8 月 9.10 月 11.12 月 1.2 月 合計 
使用量
（㎥） 316 293 262 250 278 243 1，642 

上下水
道料金 
（円） 

163，794 151，145 135，425 129，340 143，539 125，790 849，033 

 


